
議案第６号  

 

 

   西脇市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償  

   に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 西脇市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

  令和５年２月 24日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 総務省消防庁において、非常勤消防団員の報酬等の基準が策定され

たことに伴い、消防団員の報酬を改正する必要があるため。  

 

 

 



 
 

 
西

脇
市

特
別

職
の

職
員

で
非

常
勤

の
も

の
の

報
酬

及
び

費
用

弁
償

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

 

   
西

脇
市

特
別

職
の

職
員

で
非

常
勤

の
も

の
の

報
酬

及
び

費
用

弁
償

に
関

す
る

条
例

（
平

成
1
7
年

西
脇

市
条

例
第

4
5
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

、
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
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 別
表
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
４
条
関
係
）
 

区
分
 

報
酬
 

旅
費
 

（
略
）
 

消
防
団
 
 
団
長
 

年
報
酬
 

年
額
 

20
5,
00
0

行
政
職
給
料
表
適

用
職
員
相
当
額
 

 
副
団
長
 

年
報
酬
 

年
額
 

14
3,
00
0

行
政
職
給
料
表
適

用
職
員
相
当
額
 

 
分
団
長
 

年
報
酬
 

 
年
額
 

 
70
,0
00

行
政
職
給
料
表
適

用
職
員
相
当
額
 

 
 

 
副
分
団
長
 

年
報
酬
 

 
年
額
 

 
49
,0
00

行
政
職
給
料
表
適

用
職
員
相
当
額
 

 
 

 
部
長
 

年
報
酬
 

 
年
額
 

 
39
,5
00

行
政
職
給
料
表
適

用
職
員
相
当
額
 

 
 

 
班
長
 

年
報
酬
 

 
年
額
 

 
38
,0
00

行
政
職
給
料
表
適

用
職
員
相
当
額
 

 
 

 
そ
の
他
の
基

年
報
酬
 

 
年
額
 

 
36
,5
00

行
政
職
給
料
表
適

用
職
員
相
当
額
 

 
本
団
員

 
 

 
 

 

 
機
能
別
団
員

 
年
報
酬
 

 
年
額
 

 
9,
00
0

行
政
職
給
料
表
適

用
職
員
相
当
額
 

  
⑴
 
火
災
、
水
害
、
地
震
等
の
災
害
そ
の
他
市
長
が
特
に
認
め
る
業
務
（
以

下
「
災
害
等
」
と
い
う
。
）
に
出
動
し
た
者
に
対
し
、
出
動
報
酬
を
支
給

す
る
も
の
と
し
、
出
動
時
間
が
２
時
間
ま
で
の
場
合
は
出
動
１
回
に
つ
き

 
 

 
 

 

別
表
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
４
条
関
係
）
 

区
分
 

報
酬
 

旅
費
 

（
略
）
 

消
防
団
 
 
団
長
 

年
報
酬
 

年
額
 

20
5,
00
0

行
政
職
給
料
表
適

用
職
員
相
当
額
 

  
 

副
団
長
 

 
年
額
 

14
3,
00
0

 
分
団
長
 

年
報
酬
 

年
額
 

70
,0
00

行
政
職
給
料
表
適

用
職
員
相
当
額
 

 
 

出
動
報
酬

出
動
１
回
に
つ
き

48
0

 
副
分
団
長
 

年
報
酬
 

年
額
 

49
,0
00

行
政
職
給
料
表
適

用
職
員
相
当
額
 

 
 

出
動
報
酬

出
動

１
回

に
つ

き
48
0

 
部
長
 

年
報
酬
 

年
額
 

25
,6
00

行
政
職
給
料
表
適

用
職
員
相
当
額
 

 
 

出
動
報
酬

出
動

１
回

に
つ

き
48
0

 
班
長
 

年
報
酬
 

年
額
 

11
,0
00

行
政
職
給
料
表
適

用
職
員
相
当
額
 

 
 

出
動
報
酬

出
動

１
回

に
つ

き
48
0

 
そ
の
他
の
基

本
団
員
 

年
報
酬
 

年
額
 

10
,0
00

行
政
職
給
料
表
適
 

 
出
動
報
酬

出
動

１
回

に
つ

き
48
0

用
職
員
相
当
額
 

 
 

技
術
報
酬

年
額
 

7,
50
0

 
機
能
別
団
員

年
報
酬
 

年
額
 

5,
00
0

行
政
職
給
料
表
適

用
職
員
相
当
額
 

 
 

出
動
報
酬

出
動

１
回

に
つ

き
48
0

 
⑴
 
出
動
報
酬
は
、
災
害
、
警
戒
、
訓
練
等
に
出
動
し
た
者
に
支
給
す
る
。
 

  
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 
 2
,0
00
円
、
２
時
間
を
超
え
４
時
間
ま
で
の
場
合
は
出
動
１
回
に
つ
き
 

 
 4
,0
00
円
、
４
時
間
を
超
え
８
時
間
ま
で
の
場
合
は
出
動
１
回
に
つ
き
 

 
 8
,0
00
円
と
す
る
。
 

⑵
 
異
な
る
災
害
等
に
つ
い
て
同
日
に
出
動
し
た
場
合
に
お
け
る
出
動
報
酬

の
額
は
、
災
害
等
ご
と
の
出
動
時
間
に
応
じ
た
額
と
す
る
。
 

⑶
 
同
一
の
災
害
等
に
８
時
間
を
超
え
て
継
続
し
て
出
動
し
た
場
合
は
、
当

該
８
時
間
を
超
え
て
出
動
し
た
時
間
に
対
し
、
第
１
号
に
掲
げ
る
額
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
出
動
報
酬
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
略
）
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

   ⑵
 
技
術
報
酬
は
、
消
防
自
動
車
の
運
転
等
の
技
術
に
従
事
す
る
者
に
支
給
 

 
す
る
。
た
だ
し
、
消
防
自
動
車
１
台
に
つ
き
、
３
人
を
限
度
と
す
る
。
 

（
新
設
）
 

  

（
略
）
 

  
 

 
附

 
則

 

 
（

施
行

期
日

）
 

１
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
（

経
過

措
置

）
 

２
 

こ
の

条
例

に
よ

る
改

正
後

の
西

脇
市

特
別

職
の

職
員

で
非

常
勤

の
も

の
の

報
酬

及
び

費
用

弁
償

に
関

す
る

条
例

の
規

定
は

、
令

和
５

年
度

分
 

 
以

後
の

年
報

酬
及

び
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

以
後

に
開

始
し

た
出

動
に

係
る

出
動

報
酬

に
つ

い
て

適
用

し
、

令
和

４
年

度
分

ま
で

の
年

報
酬

及
 

 
び

同
日

前
に

開
始

し
た

出
動

に
係

る
出

動
報

酬
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

 


